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第１章 総 則

（趣 旨）

第１条 この要綱は、流域下水道の適正な維持管理を図るため、下水道法（昭和33年法律79号。

以下「法」という。）及びその他の法令等で定めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。

（定 義）

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。

(1)流域下水道

法第２条第４号イに定める下水道で、沖縄県が管理するものをいう。

(2)管理者

流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う沖縄県をいう。

(3)流域関連公共下水道

法第６条第５号に規定する流域関連公共下水道をいう。

(4)公共下水道管理者

流域関連公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う沖縄県内の市町村

をいう。

第２章 流域関連公共下水道の接続

（接続の基準）

第３条 流域関連公共下水道の流域下水道への接続は、別記第１に定める流域下水道接続基準に

よらなければならない。

（接続工事の申請及び承認）

第４条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続しようとするとき（既存

の接続に係る改築工事を実施しようとするときを含む。）は、当該接続工事に着手しようと

する日の30日前までに様式第１号を接続しようとする箇所ごとに管理者に提出し、その計

画について承認を受けなければならない。承認を受けた計画の変更（別記第２に定める軽

微な変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。

２ 管理者は、前項の申請を受理した場合において、当該計画が第３条の規定による流域下

水道接続基準に適合していると認めたときは、その旨を様式第２号により速やかに公共下

水道管理者に通知するものとする。

（接続工事の施工）

第５条 公共下水道管理者は、前条第１項の規定による承認を受けたときは、速やかにその接続

工事を行わなければならない。
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（接続工事の着手届の提出）

第６条 公共下水道管理者は、前条の規定により接続工事等を実施しようとするときは、様式第

３号を管理者に提出しなければならない。

（接続工事の完了検査）

第７条 公共下水道管理者は、第５条の規定による接続工事が完了したときは、速やかに様式第

４号を管理者に提出し、管理者の任命した職員による検査を受けなければならない。

２ 管理者は、前項の検査の結果、工事の内容を適正と認めたときは、その結果を様式第５

号により、公共下水道管理者に速やかに通知するものとする。

第３章 流域下水道の使用

（流域下水道の供用及び処理開始の通知）

第８条 管理者は、流域下水道の供用及び処理を開始しようとするときは、法第25条の26の規定

に基づき、当該処理に係る区域内の公共下水道管理者に様式第６号によりその旨を通知す

るものとする。

（使用の承認）

第９条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の供用及び処理を開始しようとするときは、

当該区域について、法第９条の規定に基づく公示をする日から起算して30日前までに、様

式第７号を管理者に提出し、公示前までにその承認を受けなければならない。承認を受け

た区域を変更しようとするときも同様とする。

２ 管理者は、前項の承認をするときは、公共下水道管理者に対し様式第８号を交付するも

のとする。

（承認の基準）

第10条 前条第１項の承認の基準は、別記第３に定めるとおりとする。

（供用及び処理開始の公示内容の報告）

第11条 公共下水道管理者は、法第９条の規定により流域関連公共下水道の供用及び処理開始の

公示をしたときは、当該公示の写し及び縦覧に供した図面を様式第９号により速やかに管

理者に送付しなければならない。

（区域外流入の協議）

第12条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の処理区域以外の者に対し、法第24条第１項

第３号の規定により流域関連公共下水道の使用を許可しようとするときは、あらかじめ様

式第10号により管理者に協議しなければならない。

２ 管理者は、前項の協議に対し、様式第11号により公共下水道管理者に回答するものとす

る。
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第４章 報 告

（下水道普及状況等の報告）

第13条 公共下水道管理者は、前年度末の流域関連公共下水道の普及状況について、毎年５月31

日までに様式第12号により管理者に報告しなければならない。

（接続承認申請等の報告）

第14条 公共下水道管理者は、第４条ならびに第９条の規定に基づく承認申請を予定している場

合は、当該申請の概要について、申請する前年度の毎年９月30日までに様式第13号により

管理者に報告しなければならない。

（流入下水の水質及び水量等の報告）

第15条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水質及び水

量等について、別記第４に定めるところにより調査し、その結果を毎年12月25日までに様

式第14号により管理者に報告しなければならない。

２ 公共下水道管理者は、前項の調査により異常な数値が測定された場合は、速やかに原因

を調査し、その結果を管理者に報告しなければならない。

（特定事業場等からの排出水の報告）

第16条 公共下水道管理者は、法第12条の２に規定する特定事業場（以下「特定事業場」という。）

及び別記第５に定める事業場から流域関連公共下水道へ排出される下水の水質について、

別記第６に定めるところにより調査し、その結果を毎年１月31日までに様式第15号により

管理者に報告しなければならない。

（特定施設等の設置等に係る通知）

第17条 公共下水道管理者は、法第12条の10第１項の規定に基づく管理者への通知は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から起算して20日以内に様式第16号により行な

わなければならない。

(1)法第12条の３、法第12条の４、法第12条の７又は法第12条の８第３項の規定による

届出に係る事項の通知 ［当該届を受理した日］

(2)法第12条の５の規定による命令の内容の通知 ［当該命令をした日］

２ 公共下水道管理者は、法第12条の10第２項の規定に基づく管理者への通知は様式第17号

により、行わなければならない。

３ 公共下水道管理者は、特定事業場以外の工場等から下水排除基準に適合しない下水を流

域関連公共下水道に排除する原因となる施設（以下「除害施設必要施設」という。）を当

該工場等に設置しようとする者又はその設置者に対し、除害施設及び除害施設必要施設の

設置についての届出をするように指導し、及びその届出を受理したときは、当該届出に係

る事項を、当該届出があった日から起算して20日以内に様式第18号により管理者に通知し

なければならない。
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（流域関連公共下水道の使用者に対する処分の通知）

第18条 公共下水道管理者は、法第37条の２又は法第38条の規定に基づく処分で、流域下水道の

施設を損傷するおそれのある行為等に関する処分等を行ったときは、様式第19号により速

やかに管理者に通知しなければならない。

第５章 公共下水道管理者の責務

（公共下水道条例の制定）

第19条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の維持管理に関する事項を条例で定めるとき

は、あらかじめ管理者の意見を聴かなければならない。条例を改正するときも同様とする。

（雨水等の流入防止）

第20条 公共下水道管理者は、流域下水道への雨水等の流入を防止するよう努めなければならな

い。

（除害施設台帳の整備等）

第21条 公共下水道管理者は、工場等の実態を常時把握するとともに、除害施設台帳を作成し、

検査結果及び指導事項を記載し、これを保管しなければならない。

（特定事業場等監視業務）

第22条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を使用している工場等の排水の検査を、別記

第６に定める頻度により計画的に公共ます又は工場等の排水口において行い、排水の状況

を検査しなければならない。

２ 公共下水道管理者は、前項の検査の結果、当該水質が下水排除基準を超えるおそれがあ

ると認めたときは、直ちに、除害施設の排水の系統ごとの排水口における水質の分析を行

うとともに、除害施設の稼働状況及び水質測定の履行状況等を検査し、必要があるときは、

法第37条の２又は法第38条の規定による命令又は処分を行うなど適切な措置を講じなけれ

ばならない。

（調査業務）

第23条 公共下水道管理者は、管理者から要請があった場合は、次に掲げる調査を行わなければ

ならない。

(1)特定事業場又は除害施設必要施設等の除害施設を必要とする工場若しくは事業場

から流域関連公共下水道へ排除される下水についての調査

(2)異常水質に関する追跡調査

(3)流域下水道に流入する下水量に関する調査

(4)その他管理者が必要とする調査

（事故時の措置）

第24条 公共下水道管理者は、管理者と連携し緊急連絡体制を整備するとともに、特定事業場が
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取り扱う有害物質等の情報を整理しなければならない。

２ 公共下水道管理者は、特定事業場に対して、法第12条の９第１項の規定に基づく事故時

の措置についての周知に努めるとともに、必要に応じて事故発生時の応急の措置を指導し

なければならない。

３ 公共下水道管理者は、法第12条の９第１項で規定された物質等を含む下水が特定事業場

から排出され、流域関連公共下水道に流入する事故が発生したときは、速やかに関係機関

への連絡を行う等の適切な対応を講じなければならない。

４ 管理者及び公共下水道管理者は、前２条及び前３項の規定のほか、水質に係る異常及び事故

に対する措置については、流域下水道に係る水質異常時の対策実施要領に基づき対応するもの

とする。

第６章 雑 則

（申請書、報告書等の提出）

第25条 この要綱の規定により公共下水道管理者が管理者に提出する申請及び報告書等の書類の

提出部数は２部とする。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
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別記第１）

流域下水道接続基準（第３条関係）

１．流域下水道管渠施設に流域関連公共下水道管渠を接続する箇所は、管理者が指定する流入

マンホール（水量及び水質測定を行うためのマンホール）とする。ただし、流入マンホール

が設置されていない箇所に接続する必要が生じた場合で、流入マンホールの設置が困難な箇

所については、事前に管理者と協議した上で、接続マンホールへの接続とすることができる

２．流域下水道と流域関連公共下水道との施設の区分は、公共下水道管理者が設置する接続管

と流入マンホール若しくは接続マンホールとの接続点で区分する。

３．流域関連公共下水道管渠を流域下水道管渠施設に接続しようとするときは、図１に示す位

置に流域関連公共下水道のマンホール（以下「最終端マンホール」という。）を設置しなけれ

ばならない。

４．最終端マンホールから流入マンホールへ接続するに当たっては、接続管をもって行うもの

とする。接続マンホールへの接続も同様とする。

５．接続管の大きさは、流域下水道計画に整合した当該処理分区の計画下水量を流下させるも

のとする。

６．接続管と流域下水道取付管は同一方向とする。また、流入マンホール若しくは接続マンホ

ールで段差を生じさせないものとする。

７．接続管の延長は、流速分布を正常にするため、口径の10倍以上とし、その形状は直管とす

る。

８．管理者が前各号の基準によることが困難と認める接続箇所については、管理者と公共下水

道管理者との協議により定めるものとする。

図１ 流域下水道に流域関連公共下水道を接続する場合

流域関連 ← 最終端マンホール（公共下水道管理者

公共下水道施設 設置）

↑

← 接続管（公共下水道管理者設置）

↓

流域下水道施設

← 流入マンホール

← 流域下水道取付管

流域下水道幹線

接続マンホール
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別記第２）

要綱第４条第１項に規定する〔軽微な変更〕とは、次の各号の一に該当する変更以外のものと

する。

１．接続箇所（位置）の変更

２．接続管の接続方向の変更

３．接続管の構造及び能力の変更

別記第３）

流域下水道使用基準（第10条関係）

１．承認区域は、法第25条の26の規定に基づき管理者が通知した区域内であること。

２．承認汚水量は、流域下水道の能力の範囲内であること。

３．承認区域に係る接続工事について、第７条第１項の検査に合格していること。

別記第４）

下水の水質及び水量に関する調査方法（第15条関係）

１．水質及び水量調査回数

管理者と協議して定めた接続箇所において、毎年１回調査すること。

２．水質及び水量調査日

雨の影響のない日とする。

３．水量の調査方法

24時間測定を行うものとし、測定方法については、特に定めない。

４．水質の調査方法

(1)試料

最終端マンホールにおいて、24時間採水し（その回数は２時間に１回とする。）、試料は

その流量比で混合した混合試料とすること。

(2)分析方法

水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和37年厚生省、建設省令第１

号）に定められた方法によること。

(3)分析項目

分析項目は様式第14号－1に掲げる全項目とすること。ただし、管理者との協議により、

ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ノルマルヘキサン（動植物油脂類、鉱油類）以外の項目で、各処理

分区内の事業場等の操業内容を勘案し、分析の必要がないと思われるものについて除外す

ることができる。
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別記第５）

排出水についての調査及び報告をしなければならない事業場（第16条関係）

(1)病院（ベッド数が20床以上のもの）

(2)ガソリンスタンド、給油所等

(3)運送業

(4)自動車整備業

(5)コルゲートマシーンを設備する段ボール製造業

別記第６）

特定事業場からの排出水の調査方法（第16条関係）

１．対象事業場

対象とする事業場は、流域関連公共下水道を使用する全特定事業場及び別記５に規定する事

業場とする。ただし、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の１の２、６、

８、９、16、17、66の５、66の６、66の７、66の８、67、69の２及び71に掲げる施設を設置す

る事業場並びに別記5に定める事業場（ただし、病院を除く。）については、排水量が日平均

30m 以下の事業場を除外する。3

２．調査回数

この調査は、有害物質及び重金属類（全クロム、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン）に

係る事業場については、年２回以上、その他については年１回以上行うこと。

３．試料の採取

流域関連公共下水道への排出口ごとに試料を採取すること。

４．分析方法

水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた方法によること。

５．分析項目

分析項目は、事業場ごとに使用薬品等の内容を十分検討し、当該事業場から排出されるおそ

れのある項目とする。

６．様式第15号－1の排除基準の欄には、下水道法施行令第９条の４に定めた基準及び公共下水道

管理者が条例で定めた基準を記入すること。

７．その他

除害施設の運転状況、付帯計測器の管理状況、汚水の状況及び発生汚泥の処分状況等につい

ても十分調査すること。
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様式第１号（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　　氏　　　名　　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職　　　氏　　　名

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．添付資料は適宜編集すること。

接続工事承認申請書

記

　流域関連公共下水道を流域下水道へ接続する工事を行いたいので、沖縄県流域下水道維
持管理要綱第４条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

処 理 区 名

流域下水道名
（流域関連公共下水道名）

添 付 資 料

（１）流域下水道接続調書（様式第１号－１）
（２）流域関連公共下水道全体計画書（○○年度）
　　ア．処理分区別用途地域別面積
　　イ．処理分区別用途地域別人口
　　ウ．処理分区別汚水量(時間最大)
（３）図面
　　ア．処理計画施設平面図
　　イ．マンホール等構造図

流 域 下 水 道 幹 線 名

接 続 箇 所 番 号

処 理 分 区 名

接 続 工 事 の 内 容
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様式第２号（第４条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名 殿

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿印

（詳細は申請のとおり）

（注） 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

接 続 工 事 の 内 容

接続工事承認通知書

接 続 箇 所 番 号

処 理 分 区 名

流 域 下 水 道 幹 線 名

処 理 区 名

　　　年　　月　　日付、　　第　　　号で申請のあった下記の接続工事について、沖縄県流
域下水道維持管理要綱第４条第２項の規定により承認します。

記

流域下水道名
（流域関連公共下水道名）
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様式第３号（第６条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

　　　年　　　月　　　日付　　　第　　号

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

工事工程表（流域下水道施設の施工時期がわかるもの）

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．添付資料は適宜編集すること。

添 付 資 料

　接続工事に着手しましたので、沖縄県流域下水道維持管理要綱第６条の規定により、下記の
とおり届け出ます。

接 続 工 事 の 着 手 届

接 続 箇 所 番 号

処 理 分 区 名

工 事 完 了 予 定 年 月 日

流 域 下 水 道 幹 線 名

接 続 承 認 通 知 書

工 事 着 手 年 月 日

処 理 区 名

記

流域下水道名
（流域関連公共下水道名）
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様式第４号（第７条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

　　　年　　　月　　　日付　　　第　　号

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．添付資料は適宜編集すること。

添 付 資 料

１．出来形管理図
２．工事写真
　　　ア．流域下水道ＭＨ穿孔部開口状況
　　　イ．流域下水道ＭＨ穿孔部への管接続状況
　　　ウ．流域下水道ＭＨ周辺の埋戻し状況

接 続 工 事 の 完 了 届

接 続 箇 所 番 号

処 理 分 区 名

工 事 完 了 年 月 日

流 域 下 水 道 幹 線 名

接 続 承 認 通 知 書

工 事 着 手 年 月 日

　接続工事が完了したので、沖縄県流域下水道維持管理要綱第７条第１項の規定により、下記
のとおり届け出ます。

記

処 理 区 名

流域下水道名
（流域関連公共下水道名）
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様式第５号（第７条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名 殿

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿印

記

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

（注） 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

処 理 区 名

接続工事完了検査結果通知書

工 事 完 了 年 月 日

検 査 年 月 日

検 査 結 果

流 域 下 水 道 幹 線 名

接 続 箇 所 番 号

処 理 分 区 名

接 続 承 認 年 月 日

　　　年　　月　　日付、　　第　　　号で届出のあったことについて、沖縄県流域下水道維
持管理要綱第７条第２項の規定により、下記のとおり検査結果を通知します。

流域下水道名
（流域関連公共下水道名）
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様式第６号（第８条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名 殿

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿印

　みだしのことについて、供用及び処理開始しますので、下水道法第25条の26の規定により

下記のとおり通知します。

　　　年　　　月　　　日

　　　年　　　月　　　日

処理分区 ｈａ

 幹線名

処理開始する排水施設の  起点

名称及び位置  終点

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この通知に当たっては、流域下水道処理開始通知区域図（縮尺10,000分の1程度）

　を添付する。

供 用 開 始 年 月 日

流域下水道の供用及び処理開始通知書

位
　
置

排 除 方 法

流 域 下 水 道 名

処 理 開 始 年 月 日

接 続 箇 所 番 号

処 理 す べ き 区 域

記

- 15 -



様式第７号（第９条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

記

　　　年　　　月　　　日

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．「処理分区名」には、処理開始予定がある処理分区のみ記載すること。

２．添付資料は適宜編集すること。

添 付 資 料

(1)調書　 ア．申請内訳書（様式第７号－１）
　　　　　イ．汚水量調書（様式第７号－２）
　　　　　ウ．工場等調書（様式第７号－３）
(2)図面　予定処理区域図

　みだしのことについて、沖縄県流域下水道維持管理要綱第９条第１項の規定により、関係書
類を添えて下記のとおり申請します。

処 理 区 名

流域下水道使用（変更）承認申請書

接 続 箇 所 番 号

処 理 分 区 名

流域関連公共下水道名
（ 流 域 下 水 道 名 ）

処 理 開 始 予 定 年 月 日
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様式第８号（第９条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名 殿

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　　氏　　　名 印

記

　　　年　　　月　　　日

（注） 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

接 続 箇 所 番 号

処 理 分 区 名

処 理 開 始 予 定 年 月 日

流域下水道使用（変更）承認書

　　　年　　月　　日付、　　第　　　号で申請のあった下記に係る流域下水道の使用（変
更）について、沖縄県流域下水道維持管理要綱第９条第２項の規定により承認します。

処 理 区 名

流域関連公共下水道名
（流域下水道名）
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様式第９号（第11条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

記

　年　月　日付　　第　号

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．添付資料は適宜編集すること。

処 理 分 区 名

使 用 （ 変 更 ） 承 認 書

添 付 資 料
(1)公示文（写し）
(2)縦覧に供した図面

供用開始及び処理開始の公示報告書

　下記のとおり使用（変更）承認を受けた区域について、下水道法第９条の規定により公示し
たので、沖縄県流域下水道維持管理要綱第11条の規定により公示文の写しを送付します。

処 理 区 名

接 続 箇 所 番 号

流域関連公共下水道名
（流域下水道名）
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様式第10号（第12条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

記

○○市町村○○丁目○○（面積：　㎡）

日最大：　ｍ3/日、　　時間最大：　ｍ3/日

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．添付資料は適宜編集すること。

３．添付資料には通しのページ番号を振ること。

４．添付資料には個人情報を含めないこと。

流 入 汚 水 量

区 域 外 流 入 協 議 書

流 入 先 処 理 分 区 名

流 入 区 域

流 入 先 接 続 箇 所 番 号

　沖縄県流域下水道維持管理要綱第12条の規定により下記のとおり協議します。

流域関連公共下水道名
（流域下水道名）
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様式第11号（第12条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名 殿

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿印

○○市町村○○丁目○○（面積：　㎡）

日最大：　ｍ3/日、　　時間最大：　ｍ3/日

（例）

１　流域関連公共下水道への流入水質については、下水道法に適合すること。

２  沖縄県流域下水道維持管理要綱を遵守すること。

３  排水設備の設置又は構造に関しては、処理区域内における排水設備と同

　等のものとすること。

４  当該地区の計画汚水量及び計画区域面積に変更が生じた場合は、速やか

　に連絡し協議すること。　

５  当該区域を速やかに下水道全体計画及び事業計画区域に取り込むこと。

　（または、取り組むことを当該区域の市町村と協議済みであること。）

６  下水道法第31条の２に基づく負担金の取り扱いについて、当該区

　域の市町村と協議済みであること。

７　接続後は、下水道法第31条の２に基づく負担金を負担すること。

８  地方自治法第244条の３第３項の議決を経ていること。

（注） 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

条 件

区 域 外 流 入 協 議 回 答 書

流 入 汚 水 量

流 入 先 接 続 箇 所 番 号

流 入 先 処 理 分 区 名

　　　年　　月　　日付、　　第　　　号の区域外流入協議について、下記のとおり回答します。

流 入 区 域

記

流域関連公共下水道名
（流域下水道名）
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様式第12号（第13条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

　みだしのことについて、沖縄県流域下水道維持管理要綱第13条の規定により、別紙調書の

とおり報告します。

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この申請書には、下水道普及実績調書（様式第12号-１）を添付する。

流域関連公共下水道の普及状況等について（報告）
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様式第13号（第14条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

　みだしのことについて、沖縄県流域下水道維持管理要綱第14条の規定により、別添調書

及び図面のとおり報告します。

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この申請書には、下記の書類を添付する。

（１）調書　　ア、流域下水道接続工事承認申請予定調書（様式第13号－１）

　　　　　　　イ、流域下水道使用承認申請予定調書　　（様式第13号－２）

（２）図面　処理計画一般図

接続承認等の申請予定について（報告）
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様式第14号（第15条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

　みだしのことについて、沖縄県流域下水道維持管理要綱第15条の規定により、別添調書

及び図面のとおり報告します。

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この申請書には、下記の書類を添付する。

（１）調書　流域下水道流入下水水質調書（様式第14号－１）

（２）図面　流量変動図（別添図）

流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の

水質及び水量等について（報告）
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様式第14号－１

幹　　線

号

処理分区

　　年　　月　　日

ｍ3/日 ｍ3/日

単位

ｍｇ/ℓ

水素イオン濃度 -

生物化学的酸素要求量 ｍｇ/ℓ

浮遊物質量 ｍｇ/ℓ

イ．鉱油類含有量 ｍｇ/ℓ

ロ．動植物 ｍｇ/ℓ

　　油脂類含有量

よう素消費量 ｍｇ/ℓ

カドミウム及びその化合物 ｍｇ/ℓ

シアン化合物 ｍｇ/ℓ
　  りん

有機燐化合物
鉛及びその化合物 ｍｇ/ℓ

六価クロム化合物 ｍｇ/ℓ
 ひ

砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 ｍｇ/ℓ

アルキル水銀化合物 ｍｇ/ℓ

ポリ塩化ビフェニル ｍｇ/ℓ

トリクロロエチレン ｍｇ/ℓ

テトラクロロエチレン ｍｇ/ℓ

ジクロロメタン ｍｇ/ℓ

四塩化炭素 ｍｇ/ℓ

1.2-ジクロロエタン ｍｇ/ℓ

1.1-ジクロロエチレン ｍｇ/ℓ

シス-1.2-ジクロロエチレン ｍｇ/ℓ

1.1.1-トリクロロエタン ｍｇ/ℓ

1.1.2-トリクロロエタン ｍｇ/ℓ

1.3-ジクロロプロペン ｍｇ/ℓ

チウラム ｍｇ/ℓ

シマジン ｍｇ/ℓ

チオベンカルブ ｍｇ/ℓ

ベンゼン ｍｇ/ℓ

セレン及びその化合物 ｍｇ/ℓ

ほう素及びその化合物 ｍｇ/ℓ

ふっ素及びその化合物 ｍｇ/ℓ

1.4-ジオキサン ｍｇ/ℓ

フェノール類 ｍｇ/ℓ

銅及びその化合物 ｍｇ/ℓ

亜鉛及びその化合物 ｍｇ/ℓ

鉄及びその化合物（溶解性） ｍｇ/ℓ

マンガン及びその化合物（溶解性） ｍｇ/ℓ

クロム及びその化合物 ｍｇ/ℓ

ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ

所属課係名： 担当者名： 電話: （内線　　　）

（注）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

水質分析年月日

市 町 村 名

流 域 幹 線 名

接 続 箇 所 番 号

処 理 分 区 名

試 料 採 水 年 月 日

実 測 下 水 量 使用承認下水量

水　質　分　析　項　目 流入下水の水質

水 質 分 析 責 任 者

流域下水道流入下水水質調書

備 考

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸
性窒素含有量

外　　　　　観

ノルマルヘキサン抽
出物質含有量
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別 添 図

：
：
：
：
：
：

0

流　量　変　動　図

市 町 村 名
処 理 分 区 名
測 定 年 月 日

測 定 方 法
計 算 式

　時間（時）

（ｍ
3
/ｈ）

下水量

下水量(ｍ
3
/日)

11 15 21 23 3 97517 113 19
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様式第15号（第16条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

　みだしのことについて、沖縄県流域下水道維持管理要綱第16条の規定により、別添調書の

とおり報告します。

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この報告書には、特定事業場等排出水水質調書様式（様式第15号－１及び

様式第15号－２）を添付する。

特定事業場等排出水の調査結果について（報告）
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様式第15号－１

ｍ3/日

ｍ3/日

水   温

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

イ．鉱油類含有量

ロ．動 植 物

　　油脂類含有量

よう素消費量

カドミウム及びその化合物

シアン化合物
　     りん

有機燐化合物
鉛及びその化合物

六価クロム化合物
 ひ

砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

テトラクロロエチレン

ジクロロメタン

四塩化炭素

1.2-ジクロロエタン

1.1-ジクロロエチレン

シス-1.2-ジクロロエチレン

1.1.1-トリクロロエタン

1.1.2-トリクロロエタン

1.3-ジクロロプロペン

チウラム

シマジン

チオベンカルブ

ベンゼン

セレン及びその化合物

ほう素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
1.4-ジオキサン

フェノール類
銅及びその化合物
亜鉛及びその化合物
鉄及びその化合物（溶解性）
マンガン及びその化合物（溶解性）
クロム及びその化合物
ダイオキシン類

所属課係名： 担当者名： 電話： （内線　　　　　　）

（注）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素
含有量

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

pg-TEQ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

                        特定事業場等排出水水質調書（その１）　　　　　　

整理番号

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

℃

-

接 続 幹 線 名

流 域 幹 線 名

汚 水 の 処 理 法

汚 水 の 種 類

会 社 名

所 在 地

接 続 箇 所 番 号

採 水 年 月 日

除 害 施 設 設 置 年 月 日

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

処理分区名市 町 村 名

使 用 原 材 料 名

ｍｇ/ℓ

項　　　　　　目 単　位

ｍｇ/ℓ

外 　観

排　　水　　量

排 出 口 の 位 置

処理分区供用開始年月日

ｍｇ/ℓ
ノルマルヘキサン抽出物質含
有量

業 種

ｍｇ/ℓ

日最大

　　 　年 　月 　日

　　 　年 　月 　日

　　 　年 　月 　日

　　 　年 　月 　日

下水道使用開 始年 月日

日平均

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

ｍｇ/ℓ

水質分析年月日排水の水質排除基準

ｍｇ/ℓ
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様式第15号－２

所属課係名： 担当者名： 電話： （内線　　　　　　　）

（注）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

排 除 基 準 違 反 の 理 由

排除基準違反に対する処置内容

                  特定事業場等排出水水質調書（その２）　　　　　　

除害施設の管理状況

審　　　査　　　結　　　果

- 34 -



様式第16号（第17条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

の規定により通知します。

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この報告書には、届出については当該届出書の写しを、命令については当該命令書

　の写しを添付する。

ので、下水道法第12条の10第１項

特定施設に係る届出等通知書

みだしのことについて、別紙のとおり
届出を受理した

命 令 を 行 っ た
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様式第17号（第17条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

の規定により通知します。

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この報告書には、届出については当該届出書の写しを、命令については当該命令書

　の写しを添付する。

　ので、下水道法第12条の10第２項

事故時の処置に係る届出等について（通知）

みだしのことについて、別紙のとおり
届出を受理した

命 令 を 行 っ た
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様式第18号（第17条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この通知書には、当該届出書の写しを添付する。

除害施設必要施設等に係る届出について（通知）

　みだしのことについて、別紙のとおり届出を受理したので沖縄県流域下水道維持管理要綱

第17条第３項の規定より通知します。
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様式第19号（第18条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

沖縄県流域下水道管理者

　沖縄県知事　氏　　　　名　　殿

○○市町村公共下水道管理者

職 　氏　　　名

　みだしのことについて、　　　　　　　　　　　　　に対して別添写しのとおり措置したので

沖縄県流域下水道維持管理要綱第18条の規定により通知します。

（注） １．用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２．この通知書には、命令等を行った書類の写しを添付する。

流域関連公共下水道使用者に行った処分について（通知）
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① 流域下水道の供用開始区域の通知（管理者から公共下水道管理者へ）

・下水道法第25条の26の規定

・供用開始年月日、合流式か分流式かの別

・下水を排除すべき区域

・終末処理場の位置及び名称

② 公共下水道の流域下水道への流入開始通知（公共下水道管理者から管理者へ）

・流域下水道管理者が公共下水道からの流入状況を

　把握するために必要

③ 公共下水道の流域下水道への流入開始の承認（管理者から公共下水道管理者へ）

④ 公共下水道の供用及び処理開始の公示（公共下水道管理者から住民へ）

・下水道法第９条の規定

・供用及び処理開始年月日

・下水を排除及び処理すべき区域

・排水施設の位置

・合流式又は分流式の別

・接続する流域下水道の終末処理場の位置及び名称

⑤ 供用及び処理開始区域の公示内容の通知（公共下水道管理者から管理者へ）

・供用及び処理開始

流域関連公共下水道に係る供用開始までの通知フローシート
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     （１）流域関連公共下水道の接続（第４条・第６条・第７条関係）

※工事着手30日前までに。

※既設接続管の改築工事含む。

市町村 県下水道事務所

県下水道事務所 市町村

県下水道課 市町村 県下水道事務所

※工事完了後速やかに

（県下水道事務所による検査） 市町村 県下水道事務所

県下水道事務所 市町村

県下水道課

 ※既設接続管改築工事のみ

※排水区域の変更を伴う場合

     （２）流域下水道の使用（第８条・第９条・第11条関係）

県下水道事務所 県下水道課

県下水道課 市町村

県下水道事務所 ※公示日の30日前まで。

市町村 県下水道事務所

県下水道事務所 市町村

県下水道課

※法第９条の公示後速やかに。

市町村 県下水道事務所

     （３）区域外流入の協議（第12条関係）

市町村 県下水道課（事前協議）

県下水道事務所

（事前協議完了後）

県下水道事務所 市町村

県下水道課

（通知書写し）

接続工事完了検査結果の通知

第９条・様式第７号

流域下水道の再使用

第７条第２項・様式第５号

（通　知）

（通知書写し）

流域下水道の使用開始

（回　答）

（回答書写し）

第12条第２項・様式第11号

区域外流入の回答

第４条第２項・様式第２号

第12条・様式第10号

区域外流入の協議

（通　知）

（通知書写し）

流域幹線布設工事完了報告

供用及び処理開始の公示内容報告

流域下水道使用（変更）の承認

流域下水道の供用及び処理開始通知

第11条・様式第９号

（通　知）
第６条・様式第３号

第９条第２項・様式第８号

第４条・様式第１号

　　沖縄県流域下水道維持管理要綱に係る事務フローシート

流域下水道の処理開始

（通知書写し）
流域下水道使用（変更）の承認申請

接続工事の完了報告

接続工事完了検査

第７条・様式第４号

（通　知）

 公 示（市町村）

第８条・様式第６号

（公共下水道）（流域下水道）

接続工事（変更）の承認申請

接続工事（変更）の承認

接続工事の着手報告
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◆ 供用及び処理開始の公示内容（第11条） 様式第9号（速やかに）

◆ 下水道普及状況等（第13条） 様式第12号（毎年5月31日まで）

◆ 接続承認申請等（第14条） 様式第13号（毎年9月30日まで）

◆ 流入下水の水質及ぶ水量等（第15条） 様式第14号（毎年12月25日まで）

（第15条第2項） （異常な数値が測定された場合は速やかに）

◆ 特定事業場等からの排出水（第16条） 様式第15号（毎年１月31日まで）

◆ 特定施設設置の届出等（第17条） 様式第16号（当該届出を受理した日から20日以内）

特定施設設置の計画変更命令（第17条） 様式第16号（当該命令をした日から20日以内）

事故時の処置に係る届出（第17条第2項） 様式第17号　　　　　　

除害施設必要施設等に係る届出（第17条第3項） 様式第18号（当該届出があった日から20日以内）

◆ 流域関連公共下水道の使用者に対する処分（第18条） 様式第19号（速やかに）

公共下水道管理者の流域下水道課管理者への各種報告
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参　考

                                               　 〔 平成１９年３月２２日制定 〕

（目的）
第１条　この要領は、流域下水道終末処理場（以下「終末処理場」という。）の放流水質に異常

が発生した場合又は異常の発生の恐れがある場合における沖縄県（以下「県」という。）
と流域関連公共下水道事業を実施する市町村（以下「流域関連市町村」という。）との連絡
体制及び事後対策並びに水質異常の未然及び再発防止策等について必要な事項を定めること
を目的とする。

（定義）
第２条　この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有害物質とは、水質汚濁防止法施行令第２条各号に規定する物質及びダイオキシン類をいう。
(2) 油とは、水質汚濁防止法施行令第３条の３各号に規定する油をいう。
(3) 特定事業場とは、下水道法第１２条の２に規定する工場又は事業場をいう。
(4) 悪質水とは、次のいずれかに該当する下水をいう。
    ア 流入水が通常の水質と異なり、その原因が下水道法に基づく事業場等の下水排除基準を超

　えて排除されていると想定される水
    イ 流入水が通常の水質と異なり、その原因が下水道法の規制対象項目以外の場合で、活性汚

　泥の性状悪化や放流水質の異常等の問題を発生させると想定される水
(5) 水質異常とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

    イ アに該当しない場合であって終末処理場の流入水が通常の水質と異なり、その原因が悪質
　水の流入によると考えられるとき

    ウ その他終末処理場へ悪質水が流入することが予想されるとき
(6) 水質事故とは、有害物質又は油を含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流

入することをいう。

（県の役割）
第３条　県は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 流域関連市町村との連絡及び情報の取りまとめに関すること。
(2) 流域関連市町村の行う水質異常の原因究明調査及び対策について、助言、必要な情報の提供

及び技術支援等に関すること。
(3) 終末処理場の放流水により被害が発生した場合の被害状況の把握に関すること。
(4) 関係法令に基づく関係機関への報告及び連絡調整に関すること。
(5) その他、流域下水道幹線及び終末処理場の水質異常に関し必要な調査及び対策に関すること。

（流域関連市町村の役割）
第４条　流域関連市町村は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 水質異常又は事故(以下、「水質異常等」という)に係る原因究明調査及び水質分析等の実施

に関すること。
(2) 特定事業場に対する指導、監督、改善命令、処分等下水道法の規定に基づいて、水質異常等

の発生を防止するために必要な対策を講じること。
(3) その他、流域関連公共下水道の水質異常に関し必要な調査及び対策に関すること。
(4) 水質異常等に係る現場の状況の記録に関すること。
(5) 特定事業場に対する日常の監視指導及び流域下水道管理者への状況報告。
(6) 特定事業場に対して、事故時の連絡体制整備を指導すること
(7) 特定事業場における事故時の措置の周知徹底

（水質異常等の発生時の連絡）
第５条　県及び流域関連市町村は、水質異常等の発生を確認したときは、直ちに別紙「水質事故

等事務連絡票」及び「水質異常時連絡網」により連絡するものとする。

流域下水道に係る水質異常時の対策実施要領

　　ア　終末処理場の放流水質が下水道法第８条に規定する技術上の基準に適合しないとき
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（水質異常等の発生時の措置）
第６条　県及び流域関連市町村は、水質異常等の発生を確認したとき又は前条の規定により連絡

を受けたときは、直ちに当該異常による影響を最小限にとどめるために、第３条及び第４条
に規定する役割により、必要な措置を講ずるものとする。

（相互協力）
第７条　県及び流域関連市町村は、水質異常等が発生した場合は相互に協力して必要な対策を講

ずるものとする。

（改善指導）
第８条　流域関連市町村は、事業者に対し水質異常等の未然及び再発防止策を実施するよう指導

するものとする。

（報告の徴収）
第９条　流域関連市町村は、この要領の目的を達成するため必要と認めるときは、事業者に対し

報告を求めるものとする。

（立入調査）
第１０条　流域関連市町村は、この要領の目的を達成するため必要と認めるときは、関係職員に

事業場等の立入調査を行わせるものとする。

（報告）
第１１条　流域関連市町村は、前３条の規定に基づいて講じた措置及び改善指導等の状況につい

て、その概要を速やかに県に報告するものとする。
２　事故時の対応が終了した場合は、速やかに県に報告するものとする。
３　水質事故については、下水道法第12条の10に規定する特定事業場からの事故届の内容を含め

事故対応報告書を提出するものとする。
４　県は、報告のあった事故事例を年度毎にまとめ、流域関連市町村へ提供する。

（研修の実施）
第１２条　県及び流域関連市町村は、事故や事故時の対応等関して必要に応じて職員研修を実施

する。

（再発防止等への指導）
第１３条　流域関連市町村は、事故の再発を防止するため、必要に応じて特定事業場に対して指

導等実施する。

（協議事項）
第１４条　この要領に定めがない事項については、県と流域関連市町村で別途協議することとす

る。

（委任事項）
第１５条　この要領の施行に関し必要な事項は、県が別に定める。

附　則
　この要領は、平成１９年４月１日から施行する。
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様 式

沖縄県下水道管理事務所長　あて

○○市町村公共下水道管理者

　　みだしのことについて、下記のとおり報告します。

報告内容

①発信者の所属、氏名、連絡先（電話番号）

②水質事故の概要

事故発生（発見）日時、

事故発生事業場名、所在地

有害物質等が流出した施設、事故発生場所の位置図

下水道に流出した有害物質、推定流入量（施設からの流出量）

③応急措置内容

　報告時点での有害物質、油の状況（公共下水道、流域下水道

への流入状況等）

④通報先の確認（警察、消防、環境部局、河川管理者、その他）

事 務 連 絡
平成 年 月 日

特定事業場から有害物質等の流入による水質事故等の報告

記
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「流域下水道に係る水質異常時の対策実施要領」 
第５条に基づく水質異常時連絡網 

(平成 2１年４月１日現在) 

 

 

水質事故発見者 

那覇浄化センター  098-868-3310 
宜野湾浄化センター098-899-2801 
具志川浄化センター098-938-8630 
西原浄化センター  098-871-9801 

下 水 道 管 理 事 務 所 

管理班、水質管理班   
098-898-5988 

沖縄県土木建築部下水道課 
流 域 班  098-866-2248 

市町村公共下水道管理者 

 
中

部

流

域

下

水

道 

〔那覇処理区〕 
那覇市給排水設備課排水設備係 098-941-7810 
浦添市下水道課維持管理係   098-876-1234(4662) 
豊見城市下水道課業務係    098-850-8164 
南風原町区画下水道課下水道班 098-889-2508 
 

中

城

湾

流

域 

〔伊佐浜処理区〕 
浦添市下水道課維持管理係   098-876-1234(4662) 
宜野湾市下水道課管理係    098-893-4411(540) 
沖縄市下水道課排水設備係   098-939-1212(2534) 
北谷町施設課下水道係     098-936-1234(287) 
嘉手納町都市建設課下水道係  098-956-1111(362) 
読谷村都市計画課水環境整備係 098-982-9200(204) 
北中城村上下水道課下水道係  098-935-2233(615) 

〔具志川処理区〕 
うるま市下水道課排水設備係  098-978-3685(202) 
沖縄市下水道課排水設備係   098-939-1212(2534) 
北中城村上下水道課下水道係  098-935-2233(615) 
 

法・条例で定める指定通報機関等 

※ 公共用水域に影響を及ぼす場合 

〔県保健所〕 
中央保健所     098-854-1005 
中部福祉保健所 098-938-9886 
南部福祉保健所 098-889-6351 
 
〔県関係部局〕 
文化環境部環境保全課 098-866-2236 
土木建築部港湾課    098-866-2395 

〃   河川課    098-866-2404  
 
〔沖縄総合事務局〕 
港湾、河川管理部局 
 
〔市町村環境担当部局〕 
 
〔県企業局〕 
 
〔所管警察署〕 
〔警察本部〕 
 ※ 必要に応じて 

 

特定事業場 
(有害物質･油に係る事故) 

（流入水及び放流水の事故） 

事
故
時
の
報
告 

〔西原処理区〕 
南城市施設課下水道係           098-946-8994 
与那原町上下水道課       098-945-3017 
西原町上下水道課下水道係    098-945-4934(605) 
中城村上下水道課下水道係    098-895-5280 
 

委 託 業 者 

中
城
湾
南
部
流
域
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